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令和２年度 第２回 岩手労働局公共調達監視委員会審議概要 

１ 開 催 日 時  令和３年３月２日（火）１４：００～１４：４５ 

２ 開 催 場 所  岩手労働局 ６階会議室 

３ 委 員  委員長  吉原  秋  短期大学准教授 

          委 員  菊池  尚  弁護士   

          委 員  張  敬典  公認会計士 

４ 審議対象期間  令和２年７月１日から令和２年１２月３１日までの間に契約を締

結した競争入札及び随意契約案件 

５ 審議対象案件  １４件・・・岩手労働局公共調達監視委員会審議案件 

  内訳）競争入札による公共工事   ・・・  １件 

随意契約による公共工事   ・・・  ０件 

競争入札による物品・役務等 ・・・ １１件 

随意契約による物品・役務等 ・・・  ２件 

６ 抽 出 状 況  岩手労働局公共調達監視委員会設置要綱第６条に基づき対象案件

を抽出した。 

７ 委員からの意見・質問に対する回答等 

様式３ 競争入札によるもの（物品・役務等） 

〇一般競争入札 

整理番号第６号 

「盛岡公共職業安定所で使用する灯油単価契約」 

（委員） 

  予定価格より契約金額がかなり低い額になっている理由は。 

（回答） 

  市場価格やインターネットで公表されている価格を基に予定価格を積算しており、積 

算は適正に行っていると認識しているが、入札業者が検討した結果が応札金額なので、 

なので、企業努力によるものである。 
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（委員） 

   応札者は１者のみか。 

（回答） 

   １者のみである。その理由としては、予定数量の積算に時間がかかり、公告期間 

を十分に取れなかったことと、盛岡所には備蓄施設がなく、毎日小分けに調達する必

要があったことが挙げられる。    

 

整理番号第７号 

「令和２～６年度岩手労働局管内２官署（宮古労働基準監督署及び盛岡公共職業安定所 

沼宮内出張所）の業務用自動車リース契約」 

（委員） 

  資料配付は２者との説明だが、レンタカー会社は他にもあるのでは。 

（回答） 

  他にも声掛けは行ったが、資料の配付を希望しなかった。 

（委員） 

  資料を希望したが入札しなかったもう１者の担当者と何度かやり取りしたとの説明

があったが、今回のリース契約の対象は、特殊な車のリース契約だったのか。 

（回答） 

  一般的な自動車であるが、ナビゲーションシステムのソフトを３年に１回書き換える

という仕様になっており、それに対応できなかったため、入札を見送ったと聞いている。 

 

整理番号第９号 

「岩手労働局業務支援等システム機器購入」 

（委員） 

  このシステムは以前から使用していたのか。 

（回答） 

  全国の労働局でかなりの数が導入されているシステムである。 

（委員） 

  給与計算の補助のシステムか。 

（回答） 

  非常勤職員の給与システムが入っていて、それぞれの勤務条件ごとに給与の計算をし

たり、社会保険料の計算等を一括で処理できるプログラムをインストールしている。 

（委員） 

  ソフトウエアの購入なのか、それともシステム機器の購入か。 

（回答） 

  今回はシステム機器の購入（ハードの入替え）であるが、応札したシステム会社が 

 提供しているソフトの入替え作業等もあり、他の業者が応札までは至らなかったのでは

ないかと考えている。 
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整理番号第１０号 

「岩手労働局高速カラープリンター購入」 

（委員） 

  プリンター本体のみの購入か。 

（回答） 

  本体のみの購入。インク類等消耗品は都度購入していく。 

（委員） 

  パンフレット類を印刷するとのことだが、外注する方がコストがかかる 

ということか。 

（回答） 

  以前は印刷製本された資料が本省から大量に配付されていたが、最近は配付される資

料の部数が抑えられ、代わりにデータが提供されている。このデータを随時使用して印

刷した方が、業者発注するより単価が安くあがり、経費の節減になる。 

  また、入札を行うとそれなりの日数が必要であり、データから印刷した方がスピーデ

ィーに対応できるメリットもある。 

（委員） 

  資料を２者に提供したが、結果的に１者応札になった要因は。 

（回答） 

  仕様書に記載した性能を満たす対象機種が少なかったことなどが影響し１者応札に

なったと捉えている。 

（委員） 

  より性能の高い製品を求めたということか。 

（回答） 

  そのとおり。 

 

〇随意契約 

整理番号第１号 

「雇用調整助成金の特例措置に伴う二次補正予算に係る暫定的な仮事務所賃貸借契約」 

（委員） 

  今回借りた部屋は図面上でどこか。 

（回答） 

  太枠で囲ってあるスペースで、もともとはリフレッシュルームとして使用されていた

部屋である。 

 

８ 取りまとめ 

   不適切な点、改善すべき点はない。 

 

９ その他 
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   意見、質問はなし。 

                                   以上 


